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【手続補正書】
【提出日】平成29年9月27日(2017.9.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　骨切断を形成することなく骨を整形するように構成された器具において、前記骨に骨整
形力を加えるように構成された前記器具が：
　前記骨の第１の位置に取り付けて、前記骨に前記骨整形力をかけるように構成された第
１の取付ポイントと；
　前記骨の第２の位置に取り付けて、前記骨に前記骨整形力をかけるように構成された第
２の取付ポイントと；
　調整可能部分であって、非侵襲的に作動して前記骨整形力を生成するように構成された
調整可能部分と；を備えること特徴とする器具。
【請求項２】
　骨の整形方法において：
　第１の取付ポイントと第２の取付ポイントとを有する骨整形器具を提供するステップと
；
　前記第１の取付ポイントを、変形を有する未修正の骨の第１の部位に取り付けるステッ
プと；
　前記第２の取付ポイントを、前記未修正の骨の第２の部位に取り付けるステップと；を
含み、
　前記変形の少なくとも一部が、前記第１および第２の取付ポイントの間にあり；
　前記骨整形器具は、前記骨に骨整形力を加えるように作動可能であることを特徴とする
方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の骨整形方法において、前記骨整形力が、前記骨への少なくとも軸方向
の圧縮力成分を含むことを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項２に記載の骨整形方法において、前記骨整形力が、前記骨への少なくとも軸方向
の引張力成分を含むことを特徴とする方法。
【請求項５】
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　請求項２に記載の骨整形方法において、前記骨整形力が、前記骨への少なくともねじり
力を含むことを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項２に記載の骨整形方法において、前記骨整形力が、前記骨への少なくとも横方向
の曲げ力を含むことを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項２に記載の骨整形方法において、前記第１の取付ポイントを取り付けるステップ
が、海綿骨に骨ねじを進めるステップを含むことを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項２に記載の骨整形方法において、前記第１の取付ポイントを取り付けるステップ
が、クランプを前記骨に取り付けるステップを含むことを特徴とする方法。
【請求項９】
　骨の湾曲を低減させる方法において：
　長手方向の湾曲を有する骨を特定するステップであって、前記湾曲が凸面側と凹面側を
有しているステップと；
　前記骨に骨整形器具を取り付けるステップであって、前記骨整形器具は、前記骨に力を
かけるように構成されており、骨切断を行うことなく、段階的に骨をまっすぐにするもの
であるステップと；を含むことを特徴とする方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の骨の湾曲を低減させる方法において、前記力が、前記骨の前記凹面側
にかけられる軸方向の伸長力であることを特徴とする方法。
【請求項１１】
　請求項９に記載の骨の湾曲を低減させる方法において、前記力が、前記骨の前記凸面側
にかけられる軸方向の圧縮力であることを特徴とする方法。
【請求項１２】
　請求項９に記載の骨の湾曲を低減させる方法において、前記力をかけるステップが、前
記骨整形器具を、患者の外側の無線制御器から作動させるステップを含むことを特徴とす
る方法。
【請求項１３】
　骨切断を形成せずに長骨の形状を変化させる方法において：
　第１の取付ポイントを有する第１の端部と、第２の取付ポイントを有する第２の端部と
を有する少なくとも１の骨整形器具を提供するステップであって、前記骨整形器具が、前
記第１の端部と第２の端部との間に少なくとも１の力を形成するように構成されているス
テップと；
　前記少なくとも１の骨整形器具を、被験者の皮膚の下に完全に埋め込むステップと；を
含み、
　前記埋め込むステップが；
　　　前記第１の取付ポイントを、前記長骨上の第１の位置で取り付けるステップと；
　　　前記第２の取付ポイントを、前記長骨上の第２の位置で取り付けるステップと；を
含むことを特徴とする方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の骨切断を形成せずに長骨の形状を変化させる方法において、前記少
なくとも１の骨整形器具が、前記第１の端部と第２の端部の間に前記少なくとも１の力を
形成するように遠隔から作動可能であることを特徴とする方法。
【請求項１５】
　請求項１３に記載の骨切断を形成せずに長骨の形状を変化させる方法において、前記第
１の取付ポイントを取り付けるステップが、前記長骨上の第１の位置に骨ねじを進めるス
テップを含むことを特徴とする方法。
【請求項１６】
　請求項１３に記載の骨切断を形成せずに長骨の形状を変化させる方法において、前記少
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なくとも１の力が、伸延力およびねじり力のうちの少なくとも１つを含むことを特徴とす
る方法。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の骨切断を形成せずに長骨の形状を変化させる方法において、前記伸
延力が、約９０－１１０ｌｂｓの範囲であることを特徴とする方法。
【請求項１８】
　請求項１６に記載の骨切断を形成せずに長骨の形状を変化させる方法において、前記ね
じり力が、約２５－７５ｉｎ・ｌｂｓの範囲であることを特徴とする方法。
【請求項１９】
　請求項１３に記載の骨切断を形成せずに長骨の形状を変化させる方法において、前記骨
整形器具が、少なくとも約１ヶ月間埋め込まれていることを特徴とする方法。
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